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特
別
研
究
員

Ⅰ　
「
住
民
自
治
」を
検
討
す
る
視
角

　

い
わ
ゆ
る
﹁
大
阪
都
構
想
﹂
で
は
、
広
域
行

政
の
大
阪
府
へ
の
一
元
化
に
よ
る
二
重
行
政
の

解
消
と
、
大
阪
市
を
特
別
区
に
再
編
す
る
こ
と

に
よ
る
住
民
自
治
の
拡
充
と
い
う
二
つ
の
目
標

が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
本
稿
で
は
、
後
者
の

﹁
住
民
自
治
の
拡
充
﹂
と
い
う
点
か
ら
、
現
在

示
さ
れ
て
い
る
特
別
区
の
制
度
構
想
を
検
討
し

ま
す
。

　

検
討
に
入
る
前
に
、
本
稿
で
の
﹁
住
民
自
治
﹂

の
と
ら
え
方
を
示
し
て
お
き
ま
す
。
住
民
は
、

投
票
や
請
願
・
陳
情
等
の
政
治
参
加
、
行
政
機

関
に
対
す
る
要
求
、
自
治
体
計
画
等
の
策
定
へ

の
参
画
と
い
っ
た
形
で
自
治
体
に
参
加
で
き
ま

す
。
そ
し
て
、
自
治
体
に
よ
る
共
同
事
務
へ
の

参
加
・
要
求
・
参
画
に
加
え
、
地
域
社
会
の
一

員
と
し
て
、
共
同
社
会
の
運
営
に
関
わ
る
地
域

の
自
発
的
活
動
に
も
参
加
で
き
ま
す
。
自
治
体

や
地
域
社
会
に
住
民
が
参
加
す
る
こ
と
を
基
盤

に
、
住
み
よ
い
地
域
の
形
成
に
向
か
う
こ
と
、

こ
れ
を
住
民
自
治
と
し
て
お
き
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
住
民
自
治
が
実
現
す
る
に
は
、﹁
住
民
が

参
加
で
き
る
﹂
こ
と
と
﹁
参
加
で
示
さ
れ
た
住

民
の
意
向
に
自
治
体
が
応
え
ら
れ
る
﹂
こ
と
が

必
要
で
す
。
特
別
区
設
置
が
﹁
住
民
自
治
の
拡

充
﹂
と
な
る
か
は
、
住
民
の
参
加
手
段
が
確
保

さ
れ
て
い
る
か
、
自
治
体
と
し
て
の
特
別
区
が

住
民
の
声
に
応
え
ら
れ
る
か
と
い
う
二
つ
の
方

向
か
ら
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
。

　

以
下
の
部
分
で
は
、
①
現
在
の
大
阪
市
に
お

け
る
住
民
自
治
の
仕
組
み
に
つ
い
て
確
認
し
、

②
特
別
区
設
置
構
想
で
仕
組
み
が
ど
う
変
わ
る

か
、
③
新
た
な
制
度
構
想
の
課
題
を
示
す
と
い

う
三
つ
の
手
順
で
議
論
を
進
め
ま
す
。

Ⅱ　

 

現
在
の
大
阪
市
に
お
け
る 

住
民
自
治
の
仕
組
み

　

図
の
よ
う
に
、
大
阪
市
で
は
行
政
区
が
あ
る

た
め
、
住
民
は
、
市
全
体
、
行
政
区
、
地
域
社

会
の
三
つ
の
レ
ベ
ル
で
の
参
加
が
可
能
で
す

が
、
平
松
・
橋
下
両
市
政
の
も
と
で
、
行
政
区

へ
の
分
権
、
住
民
参
加
に
関
連
す
る
制
度
改
革

が
行
わ
れ
ま
し
た
。
橋
下
市
政
の
市
政
改
革
プ

ラ
ン
︵
２
０
１
２
︶
で
は
、
将
来
的
な
特
別
区

設
置
を
視
野
に
入
れ
、﹁
自
律
し
た
自
治
体
型

の
区
政
運
営
﹂
と
い
う
目
標
の
下
、
公
募
区
長

︵
区
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
兼
任
︶
の
導
入
、

区
長
へ
の
権
限
・
財
源
の
移
譲
な
ど
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
ま
た
、
平
松
市
政
期
の
２
０
１
１
年

以
降
、
各
区
に
﹁
区
政
会
議
﹂
が
設
け
ら
れ
、

区
長
の
所
管
す
る
施
策
や
事
業
に
つ
い
て
区
民

等
か
ら
の
意
見
を
、
立
案
段
階
そ
し
て
成
果
の



13 おおさかの住民と自治　　２０２０年１０月号

特集●いま、大阪府市に問われるもの

評
価
に
生
か
そ
う
と
す
る
仕
組
み
が
作
ら
れ
ま

し
た
。

　

平
松
・
橋
下
市
政
期
に
は
、
地
域
の
自
発
的

活
動
の
活
性
化
を
図
る
仕
組
み
も
整
備
さ
れ
ま

し
た
。
２
０
１
２
年
か
ら
２
０
１
３
年
に
か
け

て
、
住
民
等
が
中
心
と
な
っ
て
地
域
活
動
の
活

性
化
、
行
政
と
の
協
働
を
進
め
る
た
め
、
地
域

団
体
等
が
結
集
す
る
組
織
で
あ
る
﹁
地
域
活
動

協
議
会
︵
地
活
協
︶﹂
を
小
学
校
区
に
導
入
し
、

既
存
の
補
助
金
等
を
再
編
し
て
使
途
の
自
由
度

を
高
め
た
補
助
金
︵
地
活
協
補
助
金
︶
も
創
設

さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
地
活
協
の
自
律
的
な
組

織
運
営
や
活
動
支
援
の
た
め
に
、
各
区
が
民
間

事
業
者
に
支
援
業
務
を
委
託
す
る
形
で
、
中
間

支
援
組
織
︵
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
︶
を
設
け

ま
し
た
。

　

全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
区
︵
区
長
︶
へ
の
分

権
の
進
展
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
、
住
民
の
参
加

・
参
画
の
ル
ー
ト
の
新
た
な
構
築
、
地
域
活
動

活
性
化
策
が
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
そ
れ
以
前
と
比
較
す
る
と
、
住
民
自
治

の
拡
充
を
志
向
し
た
制
度
と
い
え
る
で
し
ょ

う
。Ⅲ　

特
別
区
設
置
で
仕
組
み
は

ど
う
変
わ
る
の
か

大
阪
市
廃
止
に
よ
る
不
安
感
へ
の
対
処
と
し
て

「
地
域
自
治
区
」
導
入

　
﹁
大
阪
都
構
想
﹂
が
実
現
す
る
と
、
大
阪
市

に
代
わ
っ
て
、
中
核
市
並
み
の
事
務
を
担
う
特

別
区
が
基
礎
自
治
体
と
な
り
、
特
別
区
の
内
部

に
は
、
24
行
政
区
の
エ
リ
ア
に
地
域
自
治
区
が

設
置
さ
れ
ま
す
。
図
で
い
え
ば
、﹁
市
長
・
議

会
、
市
役
所
本
庁
﹂
が
﹁
特
別
区
長
・
特
別
区

議
会
、
特
別
区
役
所
﹂
に
、﹁
行
政
区
﹂
が
﹁
地

域
自
治
区
﹂
に
な
り
ま
す
。
24
行
政
区
の
エ
リ

ア
を
残
し
、
三
つ
の
レ
ベ
ル
︵
特
別
区
、
地
域

自
治
区
、
地
域
社
会
︶
で
の
参
加
が
可
能
だ
と

い
う
点
で
は
、
大
き
な
変
化
が
な
い
よ
う
に
も

見
え
ま
す
。

　

行
政
区
の
エ
リ
ア
に
地
域
自
治
区
を
置
く
構

想
は
、
今
次
の
特
別
区
設
置
協
議
会
の
早
い
段

階
か
ら
登
場
し
て
い
ま
し
た
。
地
域
自
治
区

は
、
大
阪
市
が
廃
止
さ
れ
、
24
区
が
な
く
な
る

こ
と
に
対
す
る
市
民
の
不
安
感
を
払
拭
す
る
た

め
の
仕
組
み
と
し
て
、
地
域
自
治
区
の
導
入
が

盛
り
込
ま
れ
た
の
で
す
。
地
域
自
治
区
に
は
事

務
を
執
行
す
る
た
め
の
事
務
所
と
、
住
民
が
参

加
し
て
合
議
体
と
し
て
意
思
決
定
を
行
う
地
域

協
議
会
が
置
か
れ
ま
す
。
現
在
の
区
役
所
を
地

域
自
治
区
事
務
所
と
し
て
残
し
、﹁
窓
口
サ
ー

ビ
ス
を
継
続
し
て
実
施
す
る
こ
と
で
住
民
の
利

便
性
を
維
持
﹂
す
る
こ
と
、
地
域
協
議
会
を
通

じ
て
、
現
行
の
区
政
会
議
と
同
様
に
、﹁
地
域

住
民
の
多
様
な
意
見
を
区
政
に
反
映
﹂
す
る
こ

と
を
め
ざ
す
。
こ
れ
が
、
地
域
自
治
区
を
設
置

す
る
こ
と
の
ね
ら
い
で
し
た
。

図　住民から見た「住民参加」

（筆者作成）
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導
入
さ
れ
る
地
域
自
治
区
制
度
の
概
要

　

地
域
自
治
区
は
、
２
０
０
４
年
の
地
方
自
治

法
改
正
で
制
度
化
さ
れ
ま
し
た
。
地
域
自
治
区

は
、﹁
市
町
村
長
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
分

掌
さ
せ
、
お
よ
び
地
域
の
住
民
の
意
見
を
反
映

さ
せ
つ
つ
こ
れ
を
処
理
さ
せ
る
た
め
﹂︵
地
方

自
治
法
︶
に
、
自
治
体
の
条
例
で
設
置
し
ま
す
。

地
域
自
治
区
に
は
事
務
所
と
執
行
機
関
の
附
属

機
関
で
あ
る
地
域
協
議
会
が
置
か
れ
ま
す
。
地

域
自
治
区
事
務
所
の
長
に
は
、
補
助
機
関
で
あ

る
職
員
が
充
て
ら
れ
ま
す
。

　

地
域
協
議
会
の
委
員
に
つ
い
て
は
、
地
域
自

治
区
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
の
う
ち
、

地
域
団
体
か
ら
推
薦
さ
れ
た
委
員
、
公
募
委
員

及
び
学
識
経
験
者
等
か
ら
特
別
区
長
が
選
任

し
、
そ
の
任
期
は
2
年
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
現

在
の
区
政
会
議
の
委
員
定
数
を
基
準
に
し
、
人

数
は
10
人
以
上
50
人
以
下
の
範
囲
内
で
す
。

　

地
域
協
議
会
は
、
特
別
区
長
そ
の
他
の
特
別

区
の
機
関
に
対
し
、
諮
問
へ
の
答
申
・
建
議
に

よ
り
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の

内
容
は
、
①
区
役
所
︵
地
域
自
治
区
の
事
務

所
︶
が
所
掌
す
る
事
務
に
関
す
る
事
項
、
②
そ

の
他
、
特
別
区
が
処
理
す
る
地
域
自
治
区
の
区

域
に
係
る
事
務
に
関
す
る
事
項
、
③
特
別
区
の

事
務
処
理
に
あ
た
っ
て
の
地
域
自
治
区
の
住
民

の
連
携
強
化
に
関
す
る
事
項
で
す
。
ま
た
、
特

別
区
長
は
、
条
例
で
定
め
る
重
要
事
項
で
、
地

域
自
治
区
の
区
域
に
係
る
も
の
を
決
定
・
変
更

の
場
合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
地
域
協
議
会
の
意

見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
重
要
事
項

と
し
て
、
①
特
別
区
が
策
定
す
る
基
本
的
な
構

想
、
基
本
計
画
等
の
う
ち
そ
の
区
域
に
係
る
事

項
、
②
区
域
内
の
公
の
施
設
の
設
置
・
廃
止
、

管
理
に
関
す
る
基
本
的
事
項
な
ど
が
想
定
さ
れ

て
い
ま
す
。

地
域
活
動
活
性
化
策
に
つ
い
て
は
不
明

　

一
方
、
地
域
活
動
の
活
性
化
策
と
し
て
導
入

さ
れ
た
、
地
活
協
や
地
活
協
補
助
金
、
中
間
支

援
組
織
な
ど
に
つ
い
て
は
特
別
区
設
置
協
定
書

に
具
体
的
な
記
載
は
あ
り
ま
せ
ん
。
地
域
自
治

区
事
務
所
の
主
な
事
務
で
あ
る
﹁
地
域
活
動
支

援
﹂
に
含
ま
れ
る
と
推
測
で
き
ま
す
が
、
詳
細

は
不
明
で
す
。
現
在
も
市
会
で
﹁
コ
ス
ト
が
か

か
る
﹂
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
中
間
支
援
組
織
に

つ
い
て
は
、
特
別
区
へ
の
移
行
前
に
廃
止
さ
れ

る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

Ⅳ　
新
た
な
制
度
が
抱
え
る
課
題

「
大
阪
都
構
想
」の「
住
民
自
治
の
拡
充
」

　
﹁
大
阪
都
構
想
﹂
が
描
く
﹁
住
民
自
治
の
拡

充
﹂
は
、
①
よ
り
人
口
規
模
が
小
さ
い
基
礎
自

治
体
︵
特
別
区
︶
の
方
が
住
民
ニ
ー
ズ
へ
の
応

答
性
が
高
い
、
②
住
民
ニ
ー
ズ
の
中
心
は
行
政

区
の
エ
リ
ア
で
の
窓
口
サ
ー
ビ
ス
の
継
続
で
あ

る
、
③
行
政
区
の
エ
リ
ア
で
の
住
民
意
見
反
映

を
地
域
協
議
会
で
行
う
と
い
う
三
点
に
基
づ
い

て
い
る
と
要
約
で
き
ま
す
。
大
阪
市
の
廃
止
・

分
割
に
よ
っ
て
①
が
、
地
域
自
治
区
を
設
置
す

る
こ
と
で
②
と
③
が
実
現
す
る
と
い
う
わ
け
で

す
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
改
め
て
、
住
民
の
参

加
手
段
が
確
保
さ
れ
て
い
る
か
、
自
治
体
と
し

て
の
特
別
区
が
住
民
の
声
に
応
え
ら
れ
る
か
の

二
つ
の
点
か
ら
特
別
区
の
制
度
を
検
討
し
ま

す
。

住
民
の
参
加
手
段
─
若
干
の
水
準
向
上
？

　

前
節
で
示
し
た
よ
う
に
、
住
民
か
ら
見
れ
ば

特
別
区
、
地
域
自
治
区
、
地
域
社
会
の
三
つ
の

レ
ベ
ル
で
の
参
加
が
可
能
な
形
に
な
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
地
域
協
議
会
は
答
申
や
建
議
の
権

限
を
も
ち
ま
す
し
、
基
本
的
な
構
想
や
公
の
施

設
に
つ
い
て
は
、
特
別
区
は
地
域
協
議
会
の
意

見
を
聴
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の

権
限
か
ら
み
る
と
、
地
域
協
議
会
は
現
行
の
区

政
会
議
よ
り
も
、
強
い
影
響
力
を
行
使
で
き
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
地
域
自
治
区
制
度
の
活

用
は
、
住
民
の
参
加
手
段
の
面
か
ら
は
プ
ラ
ス
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の
効
果
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
た
だ

し
、
先
行
す
る
地
域
自
治
区
導
入
自
治
体
の
事

例
か
ら
は
、
こ
の
制
度
が
抱
え
る
問
題
も
明
ら

か
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

一
つ
は
、
地
域
協
議
会
は
﹁
執
行
機
関
の
附

属
機
関
﹂
で
あ
り
、
地
域
協
議
会
の
決
定
が
執

行
機
関
を
拘
束
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
。
も
う
一
つ
は
、﹁
何
を
諮
問
す
る

か
﹂
は
実
質
的
に
執
行
機
関
が
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ

を
と
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
先
行
自
治
体
で

は
、
地
域
協
議
会
か
ら
﹁
諮
問
の
数
が
多
く
て

負
担
だ
﹂、﹁
あ
る
施
設
に
つ
い
て
の
諮
問
が
、

立
地
し
て
い
る
特
定
の
区
に
だ
け
行
わ
れ
る
の

は
お
か
し
い
﹂
と
い
っ
た
、
諮
問
に
あ
り
方
に

つ
い
て
問
題
を
指
摘
す
る
声
が
あ
り
ま
す
。
答

申
や
建
議
と
し
て
現
れ
た
地
域
か
ら
の
意
見
が

尊
重
さ
れ
る
の
か
、
地
域
へ
の
諮
問
の
あ
り
方

な
ど
執
行
機
関
の
姿
勢
を
問
う
必
要
が
あ
る
で

し
ょ
う
。

　

地
活
協
な
ど
の
地
域
活
動
活
性
化
策
に
つ
い

て
の
詳
細
が
ま
だ
わ
か
ら
な
い
点
も
含
め
て
、

地
域
自
治
区
と
い
う
新
し
い
制
度
の
導
入
で
住

民
参
加
が
進
む
と
単
純
に
結
論
づ
け
る
の
で
は

な
く
、
制
度
が
ど
う
運
用
さ
れ
る
か
に
も
関
心

を
持
ち
続
け
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
お

き
ま
す
。

住
民
の
声
に
応
え
ら
れ
る
か 

─
権
限
縮
小
型
自
治
体
分
割
の
影
響

　

そ
し
て
、﹁
大
阪
都
構
想
﹂
は
、
端
的
に
言

え
ば
大
阪
市
の
事
務
が
大
阪
府
や
一
部
事
務
組

合
に
吸
い
上
げ
ら
れ
、
権
限
が
縮
小
す
る
自
治

体
分
割
で
す
。
そ
の
こ
と
は
、
自
治
体
と
し
て

住
民
の
声
に
応
え
ら
れ
る
か
と
い
う
重
要
な
問

い
を
突
き
つ
け
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
二
つ

の
問
題
を
指
摘
し
て
お
き
ま
す
。

　

一
つ
は
、
大
阪
市
が
持
っ
て
い
た
事
務
が
、

大
阪
府
や
一
部
事
務
組
合
に
移
っ
て
し
ま
う
こ

と
に
よ
る
も
の
で
す
。
介
護
保
険
の
よ
う
に
、

窓
口
は
地
域
自
治
区
事
務
所
、
実
施
主
体
は
新

設
の
一
部
事
務
組
合
と
い
う
場
合
、
住
民
の
要

求
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
は
今
ま
で
以
上
に
難
し

く
な
り
ま
す
。

　

も
う
ひ
と
つ
は
、
特
別
区
の
本
庁
と
地
域
自

治
区
事
務
所
の
事
務
配
分
で
す
。
２
０
１
９
年

12
月
の
特
別
区
設
置
協
議
会
の
資
料
に
よ
れ

ば
、
各
特
別
区
で
実
施
す
る
事
務
が
２
２
４

５
、
う
ち
、
地
域
自
治
区
事
務
所
の
事
務
が
１

７
４
で
す
。
地
域
自
治
区
は
窓
口
サ
ー
ビ
ス
を

行
う
出
先
で
あ
り
、 

地
域
の
事
情
に
合
わ
せ
て

地
域
自
治
区
事
務
所
で
意
思
決
定
を
行
う
の
は

難
し
い
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
こ
の
間
進
め
ら
れ

て
き
た
24
行
政
区
︵
区
長
︶
へ
の
分
権
は
後
退

し
、
地
域
自
治
区
で
は
権
限
の
縮
小
が
起
こ
る

可
能
性
は
大
き
い
と
み
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

　

災
害
や
子
育
て
、
介
護
な
ど
、
地
域
と
行
政

が
一
緒
に
な
っ
て
問
題
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
分
野
の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
場
合
、
住
民
に
近
い
と
こ
ろ
に
あ
る

行
政
機
関
に
は
、
情
報
収
集
・
分
析
・
様
々
な

担
い
手
間
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
と
い
っ
た
役
割

が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
住
民

の
声
に
柔
軟
に
応
え
、
と
も
に
課
題
に
取
り
組

む
こ
と
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
現
在
お
よ
び
将

来
の
地
域
を
作
る
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、

﹁
大
阪
都
構
想
﹂
が
掲
げ
る
﹁
住
民
自
治
の
拡

充
﹂
は
、﹁
現
状
維
持
︵
に
見
え
る
︶
制
度
づ

く
り
﹂
に
の
み
関
心
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得

ま
せ
ん
。
自
治
体
や
地
域
社
会
へ
の
参
加
と
、

住
民
の
声
に
応
え
る
自
治
体
の
体
制
、
両
方
を

備
え
た
﹁
住
民
自
治
の
拡
充
﹂
の
仕
組
み
と
は

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
の
か
が
問
わ

れ
て
い
ま
す
。


